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保育園

休日保育

ご不明な点は施設または保育課まで　　 敦賀市　保育課　２２－８１２６

対 象 児 童

利 用 料 金

①生活保護世帯

・敦賀市の保育園等に通っている

・１歳から就学前の児童

日曜日･祝日に保護者が就労や疾病、その他の特別な理由により

保育が必要なお子さんをお預かりします。

希望の際は、事前に実施園にご相談ください。

申 込 方 法

☆次のすべての要件を満たすお子さんが対象です☆

１日 １,８００円

利 用 時 間

実 施 施 設

さみどり保育園 22-1000

日・祝日 ７時３０分～１８時３０分 の間で８時間まで

※お弁当が必要です。

①事前に「敦賀市休日保育利用登録申込書」を利用保育園に提出

中郷西保育園 24-5270

☆事前登録・利用申込が必要です☆

②利用希望日の１ヶ月前から２週間前までに「敦賀市休日保育利用申込書」を利用保育園に提出

※各用紙はご利用の保育園でご入手ください。

※２園が交代制で実施します。

②教育・保育給付認定（２号又は３号認定）を受けた事由と休日保育を利用する事

由が同じであり、以下に該当する場合

・祝日（日曜日が祝日の場合を除く。）に利用するとき

・日曜日に利用する場合において、休日保育利用日の前後６日以内で在籍園等を

利用しない日（代替休日）を設けるとき

※以下の場合、無料となります。

利用日の前後６日以内で代替休日を設ける場合は、事前に在籍園等に確認（在籍園等

の施設長の署名）を受けてから利用保育園に提出してください。


